
古河市職員等公益通報フローチャート 

一般職の職員 

 

非常勤の職員 

 

臨時の職員 

 

市への派遣 

労働者 

 

市との請負契
約等に基づき
事業を行う者の
役員及び 

従業員など 

通報対象事実あり 

受理・調査の依頼 

任命権者（市長） ⑤是正措置 

報告 

相談・通報 

調査結果の報告 

委員会、職員課 相談グループ 

 ⑥結果・フィードバック    

是正措置の報告 

不受理 

通報事実があり、是正措置が講じら
れたこと（通報事実がないこと）を職
員課相談グループより通知 

通報が受
理され調
査が開始
されたこと
を通知 

不受理 

通報対象 

事実なし 

職員課 相談グループ ③調査開始 

職員課 相談グループ ①通報の受付 

委員会 ②通報内容の確認 

委員会 ④調査の継続・終了を協議 


